
逗子市との汚水処理施設広域化・共同化について

◆令和３年９月︓両首長が汚水処理の広域化・共同化に向けた可能性検討調査実施について合意
調査については、令和４年度に技術的実現可能性を行い、可能性を見い出せれば引き続き令和５年度に

経営的実現可能性を行うこととした。
◆令和４年４月︓汚水処理の広域化・共同化の可能性検討調査に係る相互連携と協議会の設置に関する覚書

を締結
逗子市と葉山町が相互連携し、将来にわたって下水道事業を継続的に安定して実施することをめざして

調査を行い、結果等を下水道法に基づく協議会（構成員︓逗子市長、葉山町長）で検討することとした。

●協議会の開催状況
【令和４年度開催状況】
第１回（ 7月 5日） 逗子市、葉山町の現状の把握

第２回（ 8月24日） 検討内容の報告
・浄化センター内の施設配置案
・施設統合ケース案

第３回（11月21日）検討内容の報告
・統合施設の施設計画案
・令和５年度の検討事項

【令和５年度開催状況】
第１回（ 7月11日）検討内容の報告

・統合施設の施設計画
・概算事業費（案①）

第２回（11月27日）検討内容の報告
・統合ポンプ場の配置
・統廃合施設の最適案
・概算事業費（案②）
・今後の事業スケジュール

第３回（ 2月 6日）検討内容の最終報告
・実施判断について

・葉山浄化センターで逗子市の汚水を処理する広域化・共同化の可能性について検討した結果、経済性等の理
由から広域化・共同化を実施しないこととする。

・両首長とも広域化・共同化の必要性について認識をしているところであり、将来にわたり課題が発生した際
は両市町が連携して持続可能な下水道事業運営を目指していくこととする。

●協議会の検討結果
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